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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心軸に沿って延びるとともに光ファイバ母材の一部を構成し、かつ、前記中心軸に直
交する断面上においてその半径方向に沿って規定される屈折率分布が所定形状に調整され
たコア母材を製造するため、前記コア母材となるべきガラス母材として、前記中心軸に一
致する方向に沿って延びたガラス堆積対象物の内周面上または外周面上に、屈折率調整剤
Ｍの添加量を調整しながら合成されたガラス微粒子を順次積み重ねることにより、前記コ
ア母材の断面に一致するとともに前記中心軸を取り囲むように複数のガラス層が同心円状
に配置された断面を有するガラス母材を製造するガラス合成工程を備えた光ファイバ母材
製造方法であって、
　当該光ファイバ母材製造方法は、
　過去に製造されたｍ（２以上の整数）個のコア母材サンプルのうちｉ（＝１～ｍ）番目
のコア母材サンプルの断面および前記ｉ番目のコア母材サンプルとなったｉ番目のガラス
母材サンプルを構成する前記ガラス層の層数のうち一方について、任意に設定された調節
領域を前記半径方向に沿ってｎ（２以上の整数）個の区間に分割するとともに、他方につ
いて、前記ｎ個の分割区間に一対一に対応するよう、前記調節領域に対応する領域を前記
半径方向に沿って分割し、
　屈折率分布データとして前記ｉ番目のコア母材サンプルにおけるｋ（＝１～ｎ）番目の
分割区間の比屈折率差の実測データと、製造条件データとして前記ｉ番目のガラス母材サ
ンプルにおけるｋ番目の分割区間に添加された前記屈折率調整剤Ｍの添加量データを含む
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ガラス合成実績データを作成し、
　前記ｍ個のコア母材サンプルそれぞれの前記ｋ番目の分割区間のガラス合成実績データ
から、目標値に対する前記比屈折率差の実測データの偏差と前記屈折率調整剤Ｍの添加量
データとの相関を算出し、
　前記ｍ個のコア母材サンプルそれぞれの前記ｋ番目の分割区間における前記相関から、
前記偏差の絶対値が最小になるような前記屈折率調整剤Ｍの理論添加量を求める、前記ガ
ラス合成工程に先立って行われる前処理工程を更に備え、
　前記ガラス合成工程は、
　前記ガラス微粒子の合成時に供給される前記屈折率調整剤Ｍの添加量を前記理論添加量
に調整した状態で、前記ｍ個のコア母材サンプルそれぞれの前記ｋ番目の分割区間に相当
するｋ番目のガラス合成区間に属する１またはそれ以上のガラス層を、前記ガラス堆積対
象物の内周面上または外周面上へ順次形成する、
　光ファイバ母材製造方法。
【請求項２】
　前記ｉ番目のコア母材サンプルにおける前記ｋ番目の分割区間を表す指標となる前記ｋ
番目の分割区間の外周半径ｒｋと、前記ｉ番目のガラス母材サンプルにおけるｋ番目のガ
ラス合成区間ｌｋは、所定の関数ｆにより以下の式（１）の関係を満たし、
【数１】

　前記ｉ番目のコア母材サンプルそれぞれのガラス合成実績データとして、前記ｉ番目の
コア母材サンプルの前記ｋ番目の分割区間における前記屈折率調整剤Ｍの添加量をＭ（ｒ

ｋ）ｉ、前記ｉ番目のコア母材サンプルの前記ｋ番目の分割区間における前記比屈折率差
の偏差をε（ｒｋ）ｉとするとき、前記コア母材の、製造されるべきｋ番目の分割区間に
おける前記屈折率調整剤Ｍの理論添加量Ｍ（ｒｋ）ｏｐｔ、は以下の式（２）で与えられ
、
【数２】

　前記コア母材となるべきガラス母材の、製造されるべきｋ番目のガラス合成区間ｌｋに
おける前記屈折率調整剤Ｍの理論添加量Ｍ（ｌｋ）ｏｐｔは、前記式（１）によってｌｋ

と関係付けられるｒｋにおける前記屈折率調整剤Ｍの理論添加量Ｍ（ｒｋ）ｏｐｔで与え
られることを特徴とする請求項１に記載の光ファイバ母材製造方法。
【請求項３】
　前記屈折率調整剤Ｍは、１種類の添加剤を含むことを特徴とする請求項１または２に記
載の光ファイバ母材製造方法。
【請求項４】
　前記屈折率調整剤Ｍは、ゲルマニウムを含むことを特徴とする請求項１～３の何れか一
項に記載の光ファイバ母材製造方法。
【請求項５】
　前記屈折率調整剤Ｍは、１種類の第１添加剤と１またはそれ以上の種類の第２添加剤を
含み、
　前記ガラス合成工程は、ｎ個のガラス合成区間を形成している期間中、前記第２添加剤
の添加条件を固定した状態で、形成するガラス合成区間ごとに前記第１添加剤の添加量を
調整することを特徴とする請求項１または２に記載の光ファイバ母材製造方法。
【請求項６】
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　前記屈折率調整剤Ｍは、ゲルマニウム、リン、フッ素、ボロンから選択された２種類以
上の添加剤を含むことを特徴とする請求項５に記載の光ファイバ母材製造方法。
【請求項７】
　前記第１添加剤は、ゲルマニウムを含むことを特徴とする請求項６に記載の光ファイバ
母材製造方法。
【請求項８】
　前記ガラス合成工程により製造されたガラス母材を透明にするために前記ガラス母材を
焼結する焼結工程を、さらに備えることを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の
光ファイバ母材製造方法。
【請求項９】
　前記ガラス堆積対象物は、中空のガラス管を含み、
　前記ガラス合成工程は、前記ガラス管の内周面上に、前記複数のガラス層を順次堆積さ
せることを特徴とする請求項１～８の何れか一項に記載の光ファイバ母材製造方法。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか一項に記載の光ファイバ母材製造方法により製造されたコア母材
を含む光ファイバ母材を用意し、
　前記光ファイバ母材の一端を加熱しながら線引きすることにより、前記中心軸に沿って
伸びたコアと、前記コアの外周面を前記中心軸に沿って覆うクラッドとを備えた光ファイ
バであって、当該光ファイバのコアにおける屈折率分布の、目標屈折率分布からの偏差は
、純粋シリカガラスの屈折率に対する比屈折率差で０．００２％以下である光ファイバを
製造する光ファイバ製造方法。
【請求項１１】
　請求項１～９の何れか一項に記載の光ファイバ母材製造方法により製造された、前記中
心軸に直交する半径方向に沿ってα乗分布に従った屈折率分布を有するコア母材を含む光
ファイバ母材を用意し、
　前記光ファイバ母材の一端を加熱しながら線引きすることにより、前記中心軸に沿って
伸びたコアと、前記コアの外周面を前記中心軸に沿って覆うクラッドとを備えたマルチモ
ード光ファイバであって、α乗分布の形状を規定するα値は、１．９～２．３の範囲内に
収まっており、かつ、８００～１０００ｎｍの範囲に含まれる何れかの波長λ（ｎｍ）に
おける実効帯域ＥＭＢ（λ）は、－２０・λ＋２１７００ＭＨｚ・ｋｍ以上であるマルチ
モード光ファイバを製造する光ファイバ製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、光ファイバ母材製造方法および光ファイバ製造方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、光ファイバ母材は、線引き後にコアとなるべきコア母材の製造工程と、該コア
母材の外周面上に設けられ、線引き後にクラッドとなるべきクラッド母材（外周部）の製
造工程とで構成された母材製造方法により製造される。
【０００３】
　コア母材の製造工程は、ガラス合成工程と、該ガラス合成工程に続いて行われる、脱水
、焼結（コラップス含む）、延伸などの後処理工程とにより構成される。特に、ガラス合
成工程では、一例として、複数のガラス層を積み重ねることによりガラス母材が製造され
る。このガラス母材の製造方法としては、ガラス堆積対象物の外周面上にガラス層を形成
していく外付けＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法と、ガラス堆積対象物の内周面
上にガラス層を形成していく内付けＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法がある。
【０００４】
　特に、外付けＣＶＤ法としては、例えば特許文献１に開示されたＯＶＤ（Outside Vapo
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r phase Deposition）法が知られており、ガラス堆積対象物として用意された心棒の外周
面上に供給されたガラス生成ガスを、酸水素バーナで火炎加水分解反応させることにより
、該心棒の外周面上に合成されたガラス微粒子を堆積させることにより複数のガラス層が
積み重ねられる。
【０００５】
　一方、内付けＣＶＤ法としては、例えば特許文献２に開示されたＭＣＶＤ（Modified C
hemical Vapor Deposition）法や、特許文献３に記載されたＰＣＶＤ（Plasma-activated
 Chemical Vapor Deposition）が知られている。ＭＣＶＤ法およびＰＣＶＤ法の何れも、
ガラス堆積対象物として中空ガラス管が用いられ、該ガラス管内に導入されたガラス生成
ガスを酸化反応させることにより、合成されたガラス微粒子がガラス管の内周面上に堆積
される。なお、ガラス管内での酸化反応は、ＭＣＶＤ法の場合、酸水素バーナによりガラ
ス管を加熱することにより促進され、ＰＣＶＤ法の場合、ガラス管外に配置された高周波
キャビティにより該ガラス管内にプラズマを発生させることにより促進される。
【０００６】
　なお、上述のガラス合成工程を経て、所望のα乗分布に従った屈折率分布を有するコア
母材が得られ、該コア母材を含む光ファイバ母材を線引きすることにより、所望の光学特
性を有するマルチモード光ファイバ（以下、「ＭＭＦ」と記す）が得られる。
【０００７】
　例えば、特許文献４には、α乗分布に従ったコアの屈折率分布を僅かに修飾することで
、より広帯域な特性を有するＭＭＦを得る技術が開示されている。特許文献５には、コア
における屈折率分布とα乗分布の偏差を０．００１５％未満に制御することにより、８０
０ｎｍ以上の波長範囲に含まれる何れかの波長において５０００ＭＨｚ・ｋｍ以上の帯域
特性を有するＭＭＦを得る技術が開示されている。さらに、特許文献６には、コア母材の
、半径方向に沿った屈折率分布の形状(フィッティング形状)に基づき、線引き張力やコア
径の調整の他、クラッド合成の調整を行う、ＭＭＦの製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第８，８１５，１０３号
【特許文献２】米国特許第７，１５５，０９８号
【特許文献３】米国特許第７,７５９，８７４号
【特許文献４】米国特許第６，２９２，６１２号
【特許文献５】米国公開第２０１４／０１１９７０１号公報
【特許文献６】米国公開第２０１３／００２９０３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　発明者らは、従来の光ファイバ母材製造方法について検討した結果、以下のような課題
を発見した。すなわち、上記特許文献１～６に開示された製造方法は何れも、製造された
コア母材における屈折率分布の形状を理想曲線に高精度に合わせ込むのには長い時間を要
していた。具体的には、母材製造者が経験則に則って屈折率調整剤の添加量を調整するこ
とが多く、添加量の調整自体が曖昧なものであった。さらに、基本となる製造条件が異な
ると、屈折率調整剤の添加量調節のため、改めて多数のデータ(経験)を蓄積する必要があ
った。
【００１０】
　本発明の実施形態は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、コア母
材における屈折率分布の形状を高精度にかつ短時間に理想曲線に合わせ込むことを可能に
するための構造を備えた光ファイバ母材製造方法、および該光ファイバ母材を利用する光
ファイバ製造方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　上記目的を達成すべく本実施形態に係る光ファイバ母材製造方法は、コア母材を製造す
るため、ガラス合成工程と、該ガラス合成工程に先立って実施される前処理工程とを、少
なくとも備える。ガラス合成工程では、中心軸に沿って延びるとともに光ファイバ母材の
一部を構成し、かつ、中心軸に直交する断面上においてその半径方向に沿って規定される
屈折率分布が所定形状に調整されたコア母材が製造される。
【００１２】
　特に、ガラス合成工程では、コア母材となるべきガラス母材として、中心軸に一致する
方向に沿って延びたガラス堆積対象物の内周面上または外周面上に、屈折率調整剤Ｍの添
加量を調整しながら合成されたガラス微粒子が順次積み重ねられる。これにより、コア母
材の断面に一致するとともに中心軸を取り囲むように複数のガラス層が同心円状に配置さ
れた断面を有するガラス母材が製造される。また、前処理工程では、過去に製造されたコ
ア母材サンプルの任意に設定された調節領域について、屈折率調整剤Ｍの添加量制御単位
となる分割区間の設定、ガラス合成実績データの作成、および相関の算出が行われるとと
もに、ガラス合成工程における屈折率調整剤Ｍの理論添加量の決定が行われる。分割区間
の設定では、過去に製造されたｍ（２以上の整数）個のコア母材サンプルのうちｉ（＝１
～ｍ）番目のコア母材サンプルの断面およびｉ番目のコア母材サンプルとなったｉ番目の
ガラス母材サンプルを構成するガラス層の層数のうち一方について、調節領域が半径方向
に沿ってｎ（２以上の整数）個の区間に分割されるとともに、他方について、上述のよう
に分割されたｎ個の分割区間に一対一に対応するよう、調節領域に対応する領域が半径方
向に沿って分割される。ガラス合成実績データには、屈折率分布データとしてｉ番目のコ
ア母材サンプルにおけるｋ（＝１～ｎ）番目の分割区間の比屈折率差の実測データと、製
造条件データとしてｉ番目のガラス母材サンプルにおけるｋ番目の分割区間に添加された
屈折率調整剤Ｍの添加量データが含まれる。相関の算出では、ｍ個のコア母材サンプルそ
れぞれのｋ番目の分割区間のガラス合成実績データから、目標値に対する比屈折率差の実
測データの偏差と屈折率調整剤Ｍの添加量データとの相関が算出される。理論添加量の決
定では、ｍ個のコア母材サンプルそれぞれのｋ番目の分割区間における相関から、偏差の
絶対値が最小になるような屈折率調整剤Ｍの理論添加量が求められる。
【００１３】
　ガラス合成工程では、ガラス微粒子の合成時に供給される屈折率調整剤Ｍの添加量を理
論添加量に調整した状態で、ｍ個のコア母材サンプルそれぞれのｋ番目の分割区間に相当
するｋ番目のガラス合成区間に属する１またはそれ以上のガラス層が、ガラス堆積対象物
の内周面上または外周面上へ順次形成される。
【００１４】
　なお、本発明に係る各実施形態は、以下の詳細な説明及び添付図面によりさらに十分に
理解可能となる。これら実施例は単に例示のために示されるものであって、本発明を限定
するものと考えるべきではない。
【００１５】
　また、本発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な説明から明らかになる。しかしなが
ら、詳細な説明及び特定の事例はこの発明の好適な実施形態を示すものではあるが、例示
のためにのみ示されているものであって、本発明の範囲における様々な変形および改良は
この詳細な説明から当業者には自明であることは明らかである。
【発明の効果】
【００１６】
　本実施形態によれば、コア母材における屈折率分布の形状を高精度にかつ短時間に理想
曲線に合わせ込むことが可能になる。また、製造された光ファイバ間において、目的とす
る光学特性のバラツキが抑制されるため、光ファイバの製造歩留まりが改善され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】光ファイバ母材の構造を示す図である。
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【図１Ｂ】図１Ａの光ファイバ母材の半径方向に沿った屈折率分布である。
【図１Ｃ】図１Ａの光ファイバ母材の線引き工程を示す図である。
【図１Ｄ】図１Ｃの線引き工程を経て得られた光ファイバの断面構造を示す図である。
【図２】本実施形態に係る光ファイバ母材製造方法におけるコア母材製造工程ＳＴ１００
を説明するためのフローチャートである。
【図３】図２に示されたコア母材製造工程ＳＴ１００における後処理ＳＴ１３０を説明す
るためのフローチャートである。
【図４Ａ】コア母材用のガラス母材を得るための外付けＣＶＤ法としてＯＶＤ法によりガ
ラス合成工程ＳＴ１２０を実施するためのＯＶＤ製造装置の構造を示す図である。
【図４Ｂ】図４ＡのＯＶＤ製造装置における材料ガス供給システムの構造を示す図である
。
【図５Ａ】ガラス合成工程ＳＴ１２０後のガラス母材の断面と、該ガラス母材に対して後
処理工程ＳＴ１３０を行うことにより得られるコア母材の断面との対応関係を示す図であ
る。
【図５Ｂ】図５Ａのガラス母材の断面における分割区間と図５Ａのコア母材の断面におけ
る分割区間との対応関係の一例を示す図である。
【図６Ａ】光ファイバ母材、特にコア母材用のガラス母材を内付けＣＶＤ法（ＭＣＶＤ法
、ＰＣＶＤ法）により製造するための内付けＣＶＤ製造装置の構造を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ａの内付けＣＶＤ製造装置における材料ガス供給システムの構造を示す図
である。
【図７Ａ】図６Ａの内付けＣＶＤ製造装置においてＭＣＶＤ法を実施するための加熱シス
テムの構造を示す図である。
【図７Ｂ】図６Ａの内付けＣＶＤ製造装置においてＰＣＶＤ法を実施するための加熱シス
テムの構造を示す図である。
【図８】図２に示されたコア母材製造工程ＳＴ１００における前処理工程ＳＴ１１０を説
明するためのフローチャートである。
【図９Ａ】前処理ＳＴ１１０において作成されるガラス合成実績データの構造を示す図で
ある（その１）。
【図９Ｂ】前処理ＳＴ１１０において作成されるガラス合成実績データの構造を示す図で
ある（その２）。
【図１０】図９Ｂのガラス合成実績データに基づいたＧｅの理論添加量の算出を説明する
ための図である。
【図１１】図２に示されたコア母材製造工程ＳＴ１００におけるガラス合成工程ＳＴ１２
０を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　[本願発明の実施形態の説明]
  最初に本願発明の実施形態の内容をそれぞれ個別に列挙して説明する。
【００１９】
　（１）本実施形態に係る光ファイバ母材製造方法は、コア母材を製造するため、その一
態様として、ガラス合成工程と、該ガラス合成工程に先立って実施される前処理工程とを
、少なくとも備える。ガラス合成工程では、中心軸に沿って延びるとともに光ファイバ母
材の一部を構成し、かつ、中心軸に直交する断面上においてその半径方向に沿って規定さ
れる屈折率分布が所定形状に調整されたコア母材となるべきガラス母材が製造される。
【００２０】
　特に、ガラス合成工程では、ガラス母材として、中心軸に一致する方向に沿って延びた
ガラス堆積対象物の内周面上または外周面上に、屈折率調整剤Ｍの添加量を調整しながら
合成されたガラス微粒子が順次積み重ねられる。これにより、コア母材の断面に一致する
とともに中心軸を取り囲むように複数のガラス層が同心円状に配置された断面を有するガ
ラス母材が製造される。また、前処理工程では、過去に製造されたコア母材サンプルの任
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定、ガラス合成実績データの作成、および相関の算出が行われるとともに、ガラス合成工
程における屈折率調整剤Ｍの理論添加量の決定が行われる。分割区間の設定では、過去に
製造されたｍ（２以上の整数）個のコア母材サンプルのうちｉ（＝１～ｍ）番目のコア母
材サンプルの断面およびｉ番目のコア母材サンプルとなったｉ番目のガラス母材サンプル
を構成するガラス層の層数のうち一方について、調節領域が半径方向に沿ってｎ（２以上
の整数）個の区間に分割されるとともに、他方について、上述のように分割されたｎ個の
分割区間に一対一に対応するよう、調節領域に対応する領域が半径方向に沿って分割され
る。なお、調節領域は、半径方向に沿ってコア母材サンプルの全範囲が設定されても、一
部が設定されてもよい。設定された調節領域における分割区間は等分割された区間であっ
ても、半径方向に沿ってサイズが異なる区間であってもよい。また、複数の調節領域が連
続してまたは離間した状態で設定されてもよい。複数の調節領域のうち或る調節領域の分
割区間サイズと、他の調節領域の分割区間サイズとは一致する必要はない。この場合、製
造されるべきコア母材の中心軸側において粗い添加量調節（分割サイズが大きく設定され
る）が行われる一方、外側において細かい添加量調節（分割サイズが小さく設定される）
が行われることも可能になる。
【００２１】
　ガラス合成実績データには、屈折率分布データとしてｉ番目のコア母材サンプルにおけ
るｋ（＝１～ｎ）番目の分割区間の比屈折率差の実測データと、製造条件データとしてｉ
番目のガラス母材サンプルにおけるｋ番目の分割区間に添加された屈折率調整剤Ｍの添加
量データが含まれる。相関の算出では、ｍ個のコア母材サンプルそれぞれのｋ番目の分割
区間のガラス合成実績データから、目標値に対する比屈折率差の実測データの偏差と屈折
率調整剤Ｍの添加量データとの相関が算出される。理論添加量の決定では、ｍ個のコア母
材サンプルそれぞれのｋ番目の分割区間における相関から、偏差の絶対値が最小になるよ
うな屈折率調整剤Ｍの理論添加量が求められる。
【００２２】
　ガラス合成工程では、ガラス微粒子の合成時に供給される屈折率調整剤Ｍの添加量を理
論添加量に調整した状態で、ｍ個のコア母材サンプルそれぞれのｋ番目の分割区間に相当
するｋ番目のガラス合成区間に属する１またはそれ以上のガラス層が、ガラス堆積対象物
の内周面上または外周面上へ順次形成される。
【００２３】
　（２）本実施形態の一態様として、ｉ番目のコア母材サンプルにおけるｋ番目の分割区
間を表す指標となるｋ番目の分割区間の外周半径ｒｋと、ｉ番目のガラス母材サンプルに
おけるｋ番目のガラス合成区間ｌｋは、所定の関数ｆにより以下の式（１）の関係を満た
すのが好ましい。
【数１】

  加えて、ｉ番目のコア母材サンプルそれぞれのガラス合成実績データとして、ｉ番目の
コア母材サンプルのｋ番目の分割区間における屈折率調整剤Ｍの添加量をＭ（ｒｋ）ｉ、
ｉ番目のコア母材サンプルのｋ番目の分割区間における比屈折率差の偏差をε（ｒｋ）ｉ

とするとき、コア母材の、製造されるべきｋ番目の分割区間における屈折率調整剤Ｍの理
論添加量Ｍ（ｒｋ）ｏｐｔは以下の式（２）で与えられ、コア母材となるべきガラス母材
の、製造されるべきｋ番目のガラス合成区間ｌｋにおける屈折率調整剤Ｍの理論添加量Ｍ
（ｌｋ）ｏｐｔは、上記式（１）によってｌｋと関係付けられるｒｋにおける屈折率調整
剤Ｍの理論添加量Ｍ（ｒｋ）ｏｐｔで与えられるのが好ましい。
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【数２】

【００２４】
　（３）本実施形態の一態様として、屈折率調整剤Ｍは、１種類の添加剤を含むのが好ま
しい。また、本実施形態の一態様として、屈折率調整剤Ｍは、ゲルマニウムを含むのが好
ましい。
【００２５】
　（４）本実施形態の一態様として、屈折率調整剤Ｍは、１種類の第１添加剤と１または
それ以上の種類の第２添加剤を含んでもよい。この場合、ガラス合成工程では、ｎ個のガ
ラス合成区間を形成している期間中、第２添加剤の添加条件を固定した状態で、形成され
るガラス合成区間ごとに第１添加剤の添加量が調整されるのが好ましい。本実施形態の一
態様として、屈折率調整剤Ｍは、ゲルマニウム、リン、フッ素、ボロンから選択された２
種類以上の添加剤を含むのが好ましい。本実施形態の一態様として、第１添加剤は、ゲル
マニウムを含むのが好ましい。
【００２６】
　（５）本実施形態の一態様として、当該光ファイバ母材製造方法は、ガラス合成工程に
より製造されたガラス母材を透明にするためにガラス母材を焼結する焼結工程を、さらに
備えてもよい。
【００２７】
　（６）本実施形態に係る光ファイバ製造方法は、一態様として、上述の当該光ファイバ
母材製造方法により製造されたコア母材を含む光ファイバ母材を用意し、該光ファイバ母
材の一端を加熱しながら線引きすることにより、所望の光ファイバを製造する。この場合
、製造される光ファイバは、中心軸に沿って伸びたコアと、コアの外周面を中心軸に沿っ
て覆うクラッドとを備える。加えて、当該光ファイバのコアにおける屈折率分布の、目標
屈折率分布からの偏差は、純粋シリカガラスの屈折率に対する比屈折率差で０．００２％
以下であるのが好ましい。
【００２８】
　（７）また、本実施形態に係る光ファイバ製造方法は、一態様として、上述の当該光フ
ァイバ母材製造方法により製造された、中心軸に直交する半径方向に沿ってα乗分布に従
った屈折率分布を有すコア母材を含む光ファイバ母材を用意し、該光ファイバ母材の一端
を加熱しながら線引きすることによりＭＭＦを製造してもよい。この場合、製造されるべ
きＭＭＦは、中心軸に沿って伸びたコアと、コアの外周面を中心軸に沿って覆うクラッド
とを備える。また、広帯域光伝送を保証するため、当該ＭＭＦにおいて、α乗分布の形状
を規定するα値は、１．９～２．３の範囲内に収まっているのが好ましい。加えて、８０
０～１０００ｎｍの範囲に含まれる何れかの波長λ（ｎｍ）における実効帯域ＥＭＢ（λ
）は、－２０・λ＋２１７００ＭＨｚ・ｋｍ以上であるのが好ましい。
【００２９】
　以上、この[本願発明の実施形態の説明]の欄に列挙された各態様は、残りの全ての態様
のそれぞれに対して、または、これら残りの態様の全ての組み合わせに対して適用可能で
ある。
【００３０】
　[本願発明の実施形態の詳細]
  本発明の実施形態に係る光ファイバ母材製造方法および光ファイバ製造方法の具体例を
、以下に添付の図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明の実施形態は、これら
例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等
の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図されている。また、図面の説明
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において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００３１】
　図１Ａは、光ファイバ母材の構造を示す図であり、図１Ｂは、図１Ａの光ファイバ母材
の半径方向に沿った屈折率分布であり、図１Ｃは、図１Ａの光ファイバ母材の線引き工程
を示す図であり、図１Ｄは、図１Ｃの線引き工程を経て得られた光ファイバの断面構造を
示す図である。
【００３２】
　図１Ａに示された光ファイバ母材１００は、中心軸ＡＸに沿って伸びた、半径ａを有す
るコア母材１０と、コア母材１０の外周面上に設けられたクラッド母材（外周部）２０か
ら構成されている。なお、コア母材１０は、当該光ファイバ母材１００を線引きすること
により得られる光ファイバ１１０のコア１１０Ａ（図１Ｄ）に相当し、クラッド母材２０
は、光ファイバ１１０のクラッド１１０Ｂ（図１Ｄ）に相当する。
【００３３】
　また、図１Ｂに示されたように中心軸ＡＸに直交する断面上でその形状が規定される、
コア母材１０の屈折率分布１５０は、α乗分布に従った形状を有する。なお、以下の説明
において、ある領域の屈折率をｎとして、その領域の比屈折率差Δは、純粋シリカガラス
の屈折率をｎ０として、以下の式（３）で表される。
【数３】

【００３４】
　また、α乗分布とは、中心軸ＡＸを原点とする半径をｒ、コア半径をａ、中心軸ＡＸ上
での比屈折率差をΔ０、コア外縁での比屈折率差をΔ０ｅ、クラッド１１０Ｂでの比屈折
率差をΔ１として、コア１１０Ａおよびクラッド１１０Ｂの比屈折率差Δが以下の式（４
）で表される屈折率分布を指す。なお、製造上生じる添加物濃度のバラツキや不純物の混
入による屈折率のバラツキがあったとしても、式（４）におおよそ従っていればα乗分布
とみなしてよい。
【数４】

【００３５】
　なお、図１Ｂの例では、中心軸ＡＸ上におけるコア１１０Ａの屈折率はｎ１であり、ク
ラッド１１０Ｂの屈折率はｎ０であり、コア外縁とクラッド１１０Ｂの屈折率は一致して
いる。したがって、図１Ｂの例では、Δｏｅ＝Δ１＝０である。
【００３６】
　以上のような構造を有する光ファイバ１１０の一端が、図１Ｃに示されたように、ヒー
タ３００により加熱されることにより軟化される。このとき、軟化した一端を矢印Ｓ１で
示された方向に線引きすることにより、中心軸ＡＸに沿って伸びたコア１１０Ａと、コア
１１０Ａの外周面上に設けられたクラッド１１０Ｂを備えた光ファイバ１１０が得られる
。このとき、光ファイバ１１０のコア１１０Ａにおける屈折率分布の、目標屈折率分布か
らの偏差は、純粋シリカガラスの屈折率に対する比屈折率差で０．００２％以下である。
また、得られた光ファイバ１１０は、図１Ｂに示されたようにα乗分布に従ったＧＩ（Gr
aded-Index）型の屈折率分布を有するＭＭＦとなる。このとき、広帯域光伝送を保証する
ため、α乗分布の形状を規定するα値は、１．９～２．３の範囲内に収まっているのが好
ましい。加えて、８００～１０００ｎｍの範囲に含まれる何れかの波長λ（ｎｍ）におけ
る実効帯域ＥＭＢ（λ）は、－２０・λ＋２１７００ＭＨｚ・ｋｍ以上であるのが好まし
い。なお、好ましい実効帯域が波長に依存する形になっているのは、材料分散を考慮して
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いるためである。波長８００～１０００ｎｍにおいては、材料分散は波長の増加によりほ
ぼ直線的に減少するため、波長が長いほど実効帯域は小さくて良い。
【００３７】
　なお、ＭＭＦの帯域は、ＭＭＦの複数の導波モードが光源によってどのように励振され
るかに依存する。近距離情報通信における光源として広く用いられている面発光型半導体
レーザ（ＶＣＳＥＬ：Vertical Cavity Surface Emitting Laser）で励振されたときの典
型的な帯域を表す指標として、実効モード帯域（ＥＭＢ：Effective Mode Bandwidth）が
定義されている。ＥＭＢは、ＭＭＦの差動群遅延（ＤＭＤ：Differential Mode Delay）
を測定した結果から、計算最小実効モード帯域（ｍｉｎＥＭＢｃ：calculated minimum E
ffective Mode Bandwidth）を計算し、以下の式（５）によって得られる。なお、これら
の計算方法の詳細は、IEC 60793-1-49:2006およびIEC 60793-2-10:2011に規定されている
。
【数５】

【００３８】
　次に、図２は、本実施形態に係る光ファイバ母材製造方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【００３９】
　本実施形態に係る光ファイバ母材製造方法は、コア母材製造工程ＳＴ１００と、該コア
母材製造工程ＳＴ１００を経て得られたコア母材１０の屈折率分布データを取得する実測
工程ＳＴ２００と、得られたコア母材１０の外周面上にクラッド１１０Ｂとなるべきクラ
ッド母材２０を形成する外周部製造工程（クラッド母材製造工程）ＳＴ３００と、外周部
製造工程ＳＴ３００を経て得られた光ファイバ母材１００を図１Ｃに示されたように線引
きする線引き工程ＳＴ４００を備える。なお、外周部製造工程ＳＴ３００は、実測工程Ｓ
Ｔ２００を経たコア母材１０の外周面上にガラス微粒子を堆積させるスス付工程ＳＴ３１
０と、後処理工程ＳＴ３２０を備える。
【００４０】
　コア母材製造工程ＳＴ１００は、前処理工程ＳＴ１１０と、ガラス合成工程ＳＴ１２０
と、後処理工程ＳＴ１３０を備える。前処理工程ＳＴ１１０では、予め分割され、それぞ
れがガラス合成工程ＳＴ１２０での屈折率調整剤の添加量制御単位となるｎ（２以上の整
数）個のガラス合成区間の設定、ガラス合成区間ごとに添加されるべき屈折率調整剤の添
加量を決定するためのガラス合成実績データ５００の作成、過去の添加量データとその偏
差（目標値に対する添加量の誤差）の相関の算出、ガラス合成区間ごとの屈折率調整剤の
理論添加量の決定が行われる。なお、ガラス合成実績データ５００は、過去に製造された
ｍ（２以上の整数）個のコア母材サンプルそれぞれについて実測工程ＳＴ２００で測定さ
れた屈折率分布データ５２０と、これらｍ個のコア母材サンプルとなったｍ個のガラス母
材サンプルの製造条件データ５１０で構成されている。本明細書では、既にそれらの製造
条件データが後述する制御部のメモリ（図４Ａ等参照）に格納された、過去に製造された
ｍ個のガラス母材を「ガラス母材サンプル」といい、該ｍ個のガラス母材サンプルに対し
て後述する後処理工程を施すことにより得られ、かつ、既にそれらの屈折率分布データが
制御部のメモリに格納されたｍ個のコア母材を、過去に製造されたコア母材として「コア
母材サンプル」という。
【００４１】
　ガラス合成工程ＳＴ１２０では、コア母材１０となるべきガラス母材として、中心軸Ａ
Ｘに一致する方向に沿って延びたガラス堆積対象物の内周面上または外周面上に、屈折率
調整剤の添加量を調整しながら合成されたガラス微粒子が順次積み重ねられる。これによ
り、コア母材１０の断面に一致するとともに中心軸ＡＸを取り囲むように複数のガラス層
が同心円状に配置された断面を有するガラス母材が製造される。なお、屈折率調整剤の添
加量制御単位となる各ガラス合成区間は、１またはそれ以上のガラス層により構成される
。また、ガラス合成工程ＳＴ１２０における各ガラス合成区間の屈折率調整剤の添加量は
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、過去のデータとともに製造条件データ５１０に追加される。
【００４２】
　図３は、図２に示されたコア母材製造工程ＳＴ１００における後処理ＳＴ１３０を説明
するためのフローチャートである。後処理工程ＳＴ１３０では、図３に示されたように、
ガラス合成工程ＳＴ１２０を経て得られたガラス母材２００に対して脱水処理が施される
。脱水処理されたガラス母材２００は、透明になるよう焼結処理が施される。具体的には
、ヒータ３５０を矢印Ｓ２で示された方向に移動させながらガラス母材２００が加熱され
る。なお、ガラス母材２００が中空構造を有する場合にはコラップス（中実化）も施され
る。なお、ガラス合成工程ＳＴ１２０に内付けＣＶＤ法が適用される場合、該ガラス合成
工程ＳＴ１２０ではガラス層を堆積するごとに該堆積されたガラス層の透明化が行われる
ため、該ガラス合成工程ＳＴ１２０の後に脱水処理工程は不要である。さらに、透明化さ
れた母材は、所望の外径になるよう延伸処理が施されることにより、コア母材１０が得ら
れる。得られたコア母材１０は、実測工程ＳＴ２００により屈折率分布が測定され、この
測定データも過去のデータとともに屈折率分布データ５２０に追加される。外周部製造工
程ＳＴ３００における後処理ＳＴ３２０においても、スス付工程ＳＴ３１０を経てコア母
材１０の外周面上に形成されたスス付層（ガラス層）に対し、上述の後処理工程ＳＴ１３
０と同様の処理が行われ、クラッド母材２０が得られる。
【００４３】
　ガラス合成工程ＳＴ１２０におけるガラス母材２００の製造は、例えば図４Ａおよび図
４Ｂに示された製造装置により行われる。なお、図４Ａには、ガラス堆積対象物の外周面
上にガラス層を形成していく外付けＣＶＤ法として、ＯＶＤ法によりガラス合成工程ＳＴ
１２０を実施するためのＯＶＤ製造装置の構造が示されており、図４Ｂには、図４ＡのＯ
ＶＤ製造装置における材料ガス供給システムの構造が示されている。
【００４４】
　図４ＡのＯＶＤ製造装置６００Ａは、作業台６１０Ａ、心棒６２０Ａ、酸水素バーナ６
３０Ａ、材料ガス供給システム６４０Ａ、燃料ガス供給システム６５０Ａ、および制御部
６６０Ａを備える。心棒６２０Ａは、ガラス堆積対象物である。酸水素バーナ６３０Ａは
、火炎中で合成されたガラス微粒子を心棒６２０Ａの表面に堆積させることにより、該心
棒６２０Ａの外周面上に複数のガラス層で構成された中間ガラス母材２００Ａが生成され
る。作業台６１０Ａは、心棒６２０Ａを支持しながら矢印Ｓ３Ａで示された方向に回転さ
せるとともに、酸水素バーナ６３０Ａを支持しながら矢印Ｓ４Ａａ、Ｓ４Ａｂで示された
方向に移動させる。材料ガス供給システム６４０Ａは、酸水素バーナ６３０Ａにガラス生
成ガス（ＳｉＣｌ４、ＧｅＣｌ４等）を供給する。燃料ガス供給システム６５０Ａは、酸
水素バーナ６３０Ａに火炎形成のための燃料ガス（Ｈ２、Ｏ２）を供給する。制御部６６
０Ａは、作業台６１０Ａ、材料ガス供給システム６４０Ａ、および燃料ガス供給システム
６５０Ａをそれぞれ制御する。なお、制御部６６０Ａは、過去に製造されたｍ個のコア母
材サンプルのガラス合成実績データ５００を格納するためのメモリ６７０Ａを有する。
【００４５】
　図４Ｂに示されたように、材料ガス供給システム６４０Ａは、Ｏ２タンク、ガラス合成
材料であるＳｉＣｌ４が格納されたＳｉＣｌ４タンク、屈折率調整剤となるＧｅ化合物が
格納されたＧｅＣｌ４タンク等を有し、これらタンクが混合弁６４１Ａを介して接続され
ている。制御部６６０Ａは、これら混合弁６４１Ａの開閉と図示していない流量調節器を
制御することにより、ガラス生成ガスの流量、特に、屈折率調整剤の流量（添加量）を調
整している。なお、図４Ｂの例では、屈折率調整剤としてゲルマニウム（Ｇｅ）が示され
ているが、ゲルマニウム（Ｇｅ）、リン（Ｐ）、フッ素（Ｆ）、ボロン（Ｂ）から選択さ
れた２種類以上の添加剤を含んでもよい。また、該Ｇｅを第１添加剤として、その他の屈
折率調整剤（Ｐ、Ｆ、Ｂ等）を第２添加剤として用意し、各ガラス合成区間を形成してい
る期間中、制御部６６０Ａが、第２添加剤の添加条件を固定した状態で、形成されるガラ
ス合成区間ごとに第１添加剤の添加量を調整してもよい。
【００４６】
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　一方、燃料ガス供給システム６５０Ａは、図４Ｂに示されたように、Ｏ２タンク、Ｈ２

タンクを有し、混合弁６５１Ａと図示していない流量調節器を介して制御部６６０ＡがＯ

２の流量およびＨ２の流量をそれぞれ調整している。
【００４７】
　以上のような構造を有するＯＶＤ製造装置６００Ａにより製造されたガラス母材２００
は、図５Ａの左側に示されたように、中央に空間（心棒６２０Ａが取り除かれた空間）２
１０を有し、複数のガラス層２０１が同心円上に積み重ねられた断面構造を有する。この
ような断面構造を有するガラス母材２００に対して後処理工程ＳＴ１３０を施すことによ
り、図５Ａの右側に示されたような断面構造を有するコア母材１０が得られる。なお、図
５Ｂには、ガラス合成工程ＳＴ１２０後のガラス母材２００の断面における分割区間と、
該ガラス母材２００に対して後処理工程ＳＴ１３０を行うことにより得られるコア母材１
０の断面における分割区間との対応関係の一例を示す図である。なお、以下の説明では、
区間分割される調節領域が、半径方向に沿ってコア母材１０の全範囲に設定されている例
について言及するものとする。
【００４８】
　本実施形態に係る光ファイバ母材製造方法において、ガラス合成工程ＳＴ１２０では、
上記調節領域として、屈折率調整剤の添加量調整区間（ガラス合成区間）の全域がｎ個に
分割され、該分割されたガラス合成区間ごとに制御部６６０ＡによるＧｅＣｌ４の流量（
Ｇｅ添加量）の最適化制御が行われる。なお、各ガラス合成区間は、過去に製造されたｍ
個のガラス母材サンプル２００それぞれの断面において、１またはそれ以上のガラス層２
０１で構成された層領域に相当する。また、ガラス合成区間は、製造されたガラス母材サ
ンプル２００を構成するガラス層２０１の層数（例えば５００層）を半径方向に沿ってｎ
個に等分割した区間であっても、また、過去に製造されたｍ個のコア母材サンプル１０の
断面半径をｎ個に等分割してもよい。図５Ｂには、ガラス母材サンプル２００の断面を半
径方向にｎ個に等分割したときの、ガラス合成区間ｌｋ（ｋ＝１～ｎ）と、該ガラス母材
２００から得られたコア母材サンプル１０の半径区間ｒｋ（ｋ＝１～ｎ）の対応関係を示
すグラフが示されている。なお、ガラス母材サンプルのガラス合成区間とコア母材サンプ
ルの半径区間との対応関係は、ガラス母材サンプルの中心部と周辺部とで焼結時の収縮率
が異なるため、図５Ｂに示されたように線形ではないと考えられる。また、ｒｋは、コア
母材サンプル１０における各半径区間の外周径であり、該各半径区間を表す指標でもある
。したがって、ｍ個のコア母材サンプル１０のうちｉ（＝１～ｍ）番目のコア母材サンプ
ルにおけるｋ（＝１～ｎ）番目の分割区間を表す外周半径ｒｋと、該ｉ番目のコア母材サ
ンプルとなったｉ番目のガラス母材サンプルにおけるｋ番目のガラス合成区間ｌｋは、所
定の関数ｆにより上記式（１）の関係を満たす。ここで、ｒｋとｌｋの相互変換の容易性
を考慮すれば、関数ｆは逆関数が求め易い関数であることが望ましい。
【００４９】
　ガラス合成工程ＳＴ１２０を実施する上述のＯＶＤ製造装置６００Ａは、いわゆる外付
けＣＶＤ法によりガラス母材２００を製造する装置であるが、コア母材用のガラス母材２
００の製造は、ＭＣＶＤ法やＰＣＶＤ法に代表される内付けＣＶＤ法により製造すること
も可能である。図６Ａは、内付けＣＶＤ製造装置の構造を示す図であり、図６Ｂは、図６
Ａの内付けＣＶＤ製造装置における材料ガス供給システムの構造を示す図である。また、
図７Ａは、図６Ａの内付けＣＶＤ製造装置においてＭＣＶＤ法を実施するための加熱シス
テムの構造を示す図であり、図７Ｂは、図６Ａの内付けＣＶＤ製造装置においてＰＣＶＤ
法を実施するための加熱システムの構造を示す図である。
【００５０】
　図６Ａの内付けＣＶＤ製造装置６００Ｂは、作業台６１０Ｂ、中空ガラス管６２０Ｂ、
加熱システム６３０Ｂ、材料ガス供給システム６４０Ｂ、および制御部６６０Ｂを備える
。中空ガラス管６２０Ｂは、その内周面上に複数のガラス層が積層されるガラス堆積対象
物である。加熱システム６３０Ｂは、後述するＭＣＶＤ法とＰＣＶＤ法とで異なる構造を
備えるが、何れの方法によっても中空ガラス管６２０Ｂ内で合成されたガラス微粒子を該
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中空ガラス管６２０Ｂの内周面上に堆積させることにより、複数のガラス層で構成された
中間ガラス母材２００Ｂが生成される。作業台６１０Ｂは、中空ガラス管６２０Ｂを支持
しながら矢印Ｓ３Ｂで示された方向に回転させるとともに、加熱システム６３０Ｂを支持
しながら矢印Ｓ４Ｂａ、Ｓ４Ｂｂで示された方向に移動させる。材料ガス供給システム６
４０Ｂは、加熱システム６３０Ｂにガラス生成ガス（ＳｉＣｌ４、ＧｅＣｌ４等）を供給
する。制御部６６０Ｂは、加熱システム６３０Ｂ、作業台６１０Ｂ、および材料ガス供給
システム６４０Ｂをそれぞれ制御する。なお、制御部６６０Ｂは、過去に製造されたｍ個
のコア母材サンプルのガラス合成実績データ５００を格納するためのメモリ６７０Ｂを有
する。
【００５１】
　図６Ｂに示されたように、材料ガス供給システム６４０Ｂは、Ｏ２タンク、ガラス合成
材料であるＳｉＣｌ４が格納されたＳｉＣｌ４タンク、屈折率調整剤となるＧｅ化合物が
格納されたＧｅＣｌ４タンク等を有し、これらタンクが混合弁６４１Ｂを介して接続され
ている。制御部６６０Ｂは、これら混合弁６４１Ｂの開閉と図示していない流量調節器を
制御することにより、ガラス生成ガスの流量、特に、屈折率調整剤の流量（添加量）を調
整している。なお、図６Ｂの例では、屈折率調整剤としてゲルマニウム（Ｇｅ）が示され
ているが、図４Ｂの例と同様に、ゲルマニウム（Ｇｅ）、リン（Ｐ）、フッ素（Ｆ）、ボ
ロン（Ｂ）から選択された２種類以上の添加剤を含んでもよい。また、該Ｇｅを第１添加
剤として、その他の屈折率調整剤（Ｐ、Ｆ、Ｂ等）を第２添加剤として用意し、各ガラス
合成区間を形成している期間中、制御部６６０Ｂが、第２添加剤の添加条件を固定した状
態で、形成されるガラス合成区間ごとに第１添加剤の添加量を調整してもよい。
【００５２】
　図６Ａの内付けＣＶＤ製造装置６００ＢがＭＣＶＤ法によりガラス母材２００を製造す
る場合、図７Ａに示されたような加熱システム６３０Ｂａを備える。すなわち、加熱シス
テム６３０Ｂａは、作業台６１０Ｂにより支持されながら矢印Ｓ４Ｂａ、Ｓ４Ｂｂで示さ
れた方向に移動させられる酸水素バーナ６５２と、該酸水素バーナ６５２に火炎形成のた
めの燃料ガス（Ｈ２、Ｏ２）を供給するためのＯ２タンク、Ｈ２タンクを有する。制御部
６６０Ｂは、混合弁６５１Ｂと図示していない流量調節器を介してＯ２および／またはＨ

２の流量を調整している。これにより、中空ガラス管６２０Ｂ内で合成されたガラス微粒
子が、該中空ガラス管６２０Ｂの内周面上に堆積され、その結果、中間ガラス母材２００
Ｂが生成される。
【００５３】
　一方、図６Ａの内付けＣＶＤ製造装置６００ＢがＰＣＶＤ法によりガラス母材２００を
製造する場合、図７Ｂに示されたような加熱システム６３０Ｂｂを備える。すなわち、加
熱システム６３０Ｂｂは、作業台６１０Ｂにより支持されながら矢印Ｓ４Ｂａ、Ｓ４Ｂｂ
で示された方向に移動させられる高周波キャビティ６５３を有する。高周波キャビティ６
５３は、中空ガラス管６２０Ｂの外周を取り囲むように配置されており、制御部６６０Ｂ
からの制御信号に従って、該中空ガラス管６２０Ｂ内にプラズマ６５４を発生させること
ができる。これにより、中空ガラス管６２０Ｂ内で合成されたガラス微粒子が、該中空ガ
ラス管６２０Ｂの内周面上に堆積され、その結果、中間ガラス母材２００Ｂが生成される
。
【００５４】
　図８は、図２に示されたコア母材製造工程ＳＴ１００における前処理工程ＳＴ１１０を
説明するためのフローチャートである。前処理工程ＳＴ１１０は、制御部６６０Ａ，６６
０Ｂにより実行される工程であり、この前処理工程ＳＴ１１０では、屈折率調整剤の添加
量制御単位となる分割区間ごとの屈折率調整剤の添加量を決定するため、ガラス合成実績
データの作成（ＳＴ１１１）、相関の算出（ＳＴ１１２）、および、屈折率調整剤の理論
添加量の決定（ＳＴ１１３）が行われる。分割区間の設定は、図５Ｂの例に従って設定さ
れている。工程ＳＴ１１１では、ガラス母材サンプル群２５０を構成する、過去に製造さ
れたｍ個のガラス母材サンプル２００の製造条件データ５１０（メモリ６７０Ａ、６７０
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Ｂに格納）と、コア母材サンプル群１５を構成し、かつ、実測工程ＳＴ２００を経て得ら
れた、過去に製造されたｍ個のコア母材サンプル１０の屈折率分布データ５２０から、図
９Ａに示されたようなガラス合成実績データ５００が作成される。例えばｉ番目のガラス
合成実績データ５００は、ガラス合成時に添加される屈折率調整剤がＧｅの場合の例であ
り、パーティションＮｏ．および記号ｌｋで示されるガラス合成区間ごとに、ｉ番目のガ
ラス母材サンプル２００の製造条件データ５１０としてのガラス合成時のＧｅ流量（Ｇｅ
（ｌｋ）ｉ）、ガラス合成区間ｌｋに対応する半径区間ｒｋにおけるＧｅ流量（Ｇｅ（ｒ

ｋ）ｉ）、半径区間ｒｋにおける比屈折率差Δの目標値（Δｓｐ（ｒｋ））、実測工程Ｓ
Ｔ２００により測定された半径区間ｒｋにおける比屈折率差Δの実測値（Δｐｖ（ｒｋ）

ｉ）、半径区間ｒｋにおける比屈折率差Δの偏差（ε（ｒｋ）ｉ＝Δｐｖ（ｒｋ）ｉ－Δ
ｓｐ（ｒｋ））で構成されている。なお、Ｇｅ流量の単位は、「ｓｌｍ」である。
【００５５】
　工程ＳＴ１１２では、ガラス合成区間ごとに、上述のように作成されたｍ個のガラス合
成実績データ５００それぞれの同一ガラス合成区間のガラス合成実績データを纏める。例
えば、図９Ｂの例では、ｍ個のコア母材サンプル１０それぞれにおけるｋ番目のガラス合
成区間のガラス合成実績データに纏められる。そして、この工程ＳＴ１１２では、図９Ｂ
の例のように新たに纏められたガラス合成実績データのうちｋ番目の半径区間ｒｋにおけ
る比屈折率差Δの偏差（ε（ｒｋ）ｉ＝１～ｍ）とＧｅ流量（Ｇｅ（ｒｋ）ｉ＝１～ｍに
ついて、各データの相関を算出する。図１０は、Ｇｅ流量（ｓｌｍ）をｘ座標成分、偏差
ε（ｒｋ）ｉをｙ座標成分とする各データを、二次元座標系にプロットした図である。こ
の図１０に示された点Ｐ１～Ｐ５が、相関算出用の各データを示す。なお、図１０の例で
は、ｍ＝５の場合（５個のコア母材サンプル）の相関が、５つの点Ｐ１（Ｇｅ（ｒｋ）ｉ

＝１，ε（ｒｋ）ｉ＝１）～Ｐ５（Ｇｅ（ｒｋ）ｉ＝５，ε（ｒｋ）ｉ＝５）によって示
されているが、ｍ＞５の場合は、Ｐ１（Ｇｅ（ｒｋ）ｉ＝１，ε（ｒｋ）ｉ＝１）～Ｐｍ

（Ｇｅ（ｒｋ）ｉ＝ｍ，ε（ｒｋ）ｉ＝ｍ）のｍ個の点によって表される。
【００５６】
　工程ＳＴ１１３では、図１０に示された相関を直線近似することで、ｋ番目のガラス合
成区間ｌｋにおけるＧｅの理論添加量が決定される。すなわち、任意の点（ｘｉ，ｙｉ）
と直線ｙ＝Ａｘ＋Ｂ（図１０中のＧ１０００）との差の二乗和Ｓ（Ａ，Ｂ）は、以下の式
（６）で表される。
【数６】

【００５７】
　上記式（６）を展開して二乗和Ｓ（Ａ，Ｂ）が最小となる近似直線Ｇ１０００の傾きＡ
と切片Ｂを求める。このとき、以下の式（７）で表される２つの偏微分方程式が成り立つ
。これら偏微分方程式の一方は、上記二乗和Ｓ（Ａ，Ｂ）の展開式を傾きＡについて微分
した、該傾きＡを変数とする一次方程式であり、他方は、上記二乗和Ｓ（Ａ，Ｂ）の展開
式を切片Ｂについて微分した、該切片Ｂを変数とする一次方程式である。したがって、傾
きＡおよび切片Ｂを変数とする連立一次方程式から、以下の式（８）に示されたように、
傾きＡおよび切片Ｂが得られる。
【数７】
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【数８】

【００５８】
　特に、図１０に示されたように、近似直線Ｇ１０００とｘ軸との交点のｘ軸成分ｘｙ＝

０は、以下の式（９）で与えられる。

【数９】

【００５９】
　上記式（９）中の変数ｘｉ、ｙｉを、過去に製造されたｍ個のコア母材サンプルのうち
ｉ番目のコア母材サンプルの、ｋ番目の分割区間ｒｋにおけるＧｅの添加量Ｇｅ（ｒｋ）

ｉおよび偏差ε（ｒｋ）ｉとそれぞれ設定すれば、ｘｙ＝０は、製造されるべきコア母材
のｋ番目の分割区間ｒｋにおけるＧｅ（屈折率調整剤）の理論添加量Ｇｅ（ｒｋ）ｏｐｔ

は以下の式（１０）で与えられ、係るコア母材となるべきガラス母材の、製造されるべき
ｋ番目のガラス合成区間ｌｋにおけるＧｅの理論添加量Ｇｅ（ｌｋ）ｏｐｔは、上記式（
１）によってｌｋと関係付けられるｒｋにおけるＧｅの理論添加量Ｇｅ（ｒｋ）ｏｐｔで
与えられる。

【数１０】

【００６０】
　図１１は、図２に示されたコア母材製造工程ＳＴ１００におけるガラス合成工程ＳＴ１
２０を説明するためのフローチャートである。
【００６１】
　以上のように前処理工程ＳＴ１１０において各ガラス合成区間におけるＧｅの理論添加
量が決定されると、ガラス合成工程ＳＴ１００では、処理対象となるガラス合成区間を示
すカウンタを初期化し（ＳＴ１２１）、全てのガラス合成区間についてＧｅの流量制御が
行われる（ＳＴ１２２、ＳＴ１２８）。制御部６６０Ａ、６６０Ｂは、処理対象となって
いるｋ番目のガラス合成区間ｌｋの理論添加量Ｇｅ（ｌｋ）ｏｐｔとなるように材料ガス
供給システム６４０Ａ、６４０Ｂの混合弁６４１Ａ，６４１Ｂと流量調節器をそれぞれ制
御する（ＳＴ１２３）。そして、ｋ番目のガラス合成区間ｌｋに属する１またはそれ以上
のガラス層を示すカウンタを初期化し（ＳＴ１２４）、ガラス堆積対象物の内周面上また
は外周面上に堆積されるガラス層の層数をカウントしながら（ＳＴ１２６、ＳＴ１２７）
、ガラス合成が行われる（ＳＴ１２５）。このガラス合成（ＳＴ１２５）はｋ番目のガラ
ス合成区間ｌｋに属する全てのガラス層について行われる（ＳＴ１２６）。全てのガラス
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合成区間に対して上記工程ＳＴＳＴ１２３～ＳＴ１２７が実行されると、このガラス合成
工程ＳＴ１２０に続いて後処理工程ＳＴ１３０が行われる。
【００６２】
　なお、ｋ番目のガラス合成区間ｌｋに属するガラス層が複数の場合、ガラス合成区間ｌ

ｋに属する各ガラス層のＧｅの理論添加量は、Ｇｅ(ｌｋ）ｏｐｔで一定でも良いが、ｋ
＋１番目のガラス合成区間ｌｋ＋１に向けて徐々に変化するよう、例えば直線的に変化さ
せても良く、滑らかにつながるように任意の関数を用いて曲線状に変化させてもよい。
【００６３】
　なお、上述の例では、等分割された分割区間が設定される調節領域が半径方向に沿って
コア母材サンプルの全範囲に設定されている。しかしながら、本実施形態における調節領
域の設定は、この例には限定されない。すなわち、半径方向に沿ってコア母材サンプルの
一部が調節領域に設定されてもよい。設定された調節領域における分割区間は、半径方向
に沿ってサイズが異なる区間であってもよい。また、複数の調節領域が連続してまたは離
間した状態で設定されてもよい。複数の調節領域のうち或る調節領域の分割区間サイズと
、他の調節領域の分割区間サイズとが異なっていてもよい。
【００６４】
　以上の本発明の説明から、本発明を様々に変形しうることは明らかである。そのような
変形は、本発明の思想および範囲から逸脱するものとは認めることはできず、すべての当
業者にとって自明である改良は、以下の請求の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００６５】
　１０…コア母材（コア母材サンプル）、１５…コア母材サンプル群、２０…クラッド母
材（外周部）、１００…光ファイバ母材、１１０Ａ…コア、１１０Ｂ…クラッド、１１０
…光ファイバ、２００…ガラス母材（ガラス母材サンプル）、２５０…ガラス母材サンプ
ル群、５００…ガラス合成実績データ、５１０…製造条件データ、５２０…屈折率分布デ
ータ。
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】
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【図２】 【図３】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図８】 【図９Ａ】



(21) JP 6933218 B2 2021.9.8

【図９Ｂ】 【図１０】

【図１１】
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